
 

会会会会    費費費費    ：：：：    年間年間年間年間    9,0009,0009,0009,000円円円円    

    

    個人会員は、個人会員は、個人会員は、個人会員は、日本建設機械施工日本建設機械施工日本建設機械施工日本建設機械施工協会の定款に明記されている正式な会員で、本協会の目的に賛同し、協会の定款に明記されている正式な会員で、本協会の目的に賛同し、協会の定款に明記されている正式な会員で、本協会の目的に賛同し、協会の定款に明記されている正式な会員で、本協会の目的に賛同し、                

建設機械・施工技術にご関心のある建設機械・施工技術にご関心のある建設機械・施工技術にご関心のある建設機械・施工技術にご関心のある方であればどなたでもご入会頂けます。方であればどなたでもご入会頂けます。方であればどなたでもご入会頂けます。方であればどなたでもご入会頂けます。    

    

★個人会員の特典★個人会員の特典★個人会員の特典★個人会員の特典    

○「建設機械施工」を機関誌として毎月お届け致します。（一般購入価格 １冊840円/送料別途）。 

「建設機械施工」では、建設機械や建設機械施工に関わる最新の技術情報や研究論文、本協会の行事案内・実

施報告などのほか、新工法・新機種の紹介や統計情報等の豊富な情報を掲載しています。 

○協会発行の出版図書を会員価格（割引価格）で購入できます。 

○シンポジウム、講習会、講演会、見学会等、最新の建設機械・建設機械施工の動向にふれることができる協会行事

をご案内するとともに、会員価格（割引価格）で参加出来ます。 

 

今後、続々と個人会今後、続々と個人会今後、続々と個人会今後、続々と個人会員の特典を準備員の特典を準備員の特典を準備員の特典を準備中です。この機会に是非ご入会下さい中です。この機会に是非ご入会下さい中です。この機会に是非ご入会下さい中です。この機会に是非ご入会下さい!!! !! !! !     

 

 

 

        

    一般一般一般一般社団法人社団法人社団法人社団法人    日本建設機械施工日本建設機械施工日本建設機械施工日本建設機械施工協会は、建設事業の機械化を推進し、国土の開発と経済の発展に寄与することを目的として、協会は、建設事業の機械化を推進し、国土の開発と経済の発展に寄与することを目的として、協会は、建設事業の機械化を推進し、国土の開発と経済の発展に寄与することを目的として、協会は、建設事業の機械化を推進し、国土の開発と経済の発展に寄与することを目的として、                    

昭和昭和昭和昭和25252525年に設立された一般社団年に設立された一般社団年に設立された一般社団年に設立された一般社団法人です。経済産業省および国土交通省の指導監督のも法人です。経済産業省および国土交通省の指導監督のも法人です。経済産業省および国土交通省の指導監督のも法人です。経済産業省および国土交通省の指導監督のもと、建設の機械化に係わる各分野において調査・と、建設の機械化に係わる各分野において調査・と、建設の機械化に係わる各分野において調査・と、建設の機械化に係わる各分野において調査・

研究、普及・啓蒙活動を行い、建設の機械化や施工の安全、環境問題、情報化施工、規格の標準化案研究、普及・啓蒙活動を行い、建設の機械化や施工の安全、環境問題、情報化施工、規格の標準化案研究、普及・啓蒙活動を行い、建設の機械化や施工の安全、環境問題、情報化施工、規格の標準化案研究、普及・啓蒙活動を行い、建設の機械化や施工の安全、環境問題、情報化施工、規格の標準化案の作成などの事業のほか、災害応急の作成などの事業のほか、災害応急の作成などの事業のほか、災害応急の作成などの事業のほか、災害応急

対策の支援等による社会貢献などを対策の支援等による社会貢献などを対策の支援等による社会貢献などを対策の支援等による社会貢献などを行っております。行っております。行っております。行っております。    

    今後の建設分野における技術革新の時代の中で、より今後の建設分野における技術革新の時代の中で、より今後の建設分野における技術革新の時代の中で、より今後の建設分野における技術革新の時代の中で、より先導的な役割を果たし、わが国の発展に寄与してまいります。先導的な役割を果たし、わが国の発展に寄与してまいります。先導的な役割を果たし、わが国の発展に寄与してまいります。先導的な役割を果たし、わが国の発展に寄与してまいります。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会員構成 

会員は日本建設機械施工協会の目的に賛同された、個人会員（個人：建設機械や建設

施工の関係者等）、団体会員（法人・団体等）ならびに支部団体会員で構成されており、

協会の事業活動は主に会員の会費によって運営されています。 

■主な事業活動 

・学術研究、技術開発、情報化施工、規格標準化等の各種委員会活動。 

・建設機械施工技術検定試験の実施。 

・機関誌「建設機械施工」をはじめ各種技術図書・専門図書の発行。 

・建設機械と施工技術展示会“CONET”の開催。除雪機械展示会の開催。 

・シンポジウム、講習会、講演会、見学会等の開催。海外視察団の派遣。  etc. 

■主な出版図書 

・建設機械施工（月刊誌） 

・日本建設機械要覧 

・建設機械等損料表 

・建設機械図鑑 

・建設機械用語集 

・地球温暖化対策 省エネ運転マニュアル 

・建設施工における地球温暖化対策の手引き 

・建設機械施工安全技術指針本文とその解説 

 etc. 

 

その他、日本建設機械施工その他、日本建設機械施工その他、日本建設機械施工その他、日本建設機械施工協会の活動内容はホームページでもご覧いただけま協会の活動内容はホームページでもご覧いただけま協会の活動内容はホームページでもご覧いただけま協会の活動内容はホームページでもご覧いただけます ！す ！す ！す ！     

h t t p : / / w w w. j c m a n e t . o r. j p /  

 

※お申し込み※お申し込み※お申し込み※お申し込みにににには次頁の申込は次頁の申込は次頁の申込は次頁の申込用紙をお使いください。用紙をお使いください。用紙をお使いください。用紙をお使いください。    

 

【お問い合せ・申込書の送付先】【お問い合せ・申込書の送付先】【お問い合せ・申込書の送付先】【お問い合せ・申込書の送付先】    

一般社団法人 日本建設機械施工協会 個人会員係 

〒105-0011 東京都港区芝公園３－５－８ 機械振興会館 

TEL：(03)3433-1501  FAX：(03)343３-0401

一般社団法人 日本建設機械施工協会とは…  

○建設機械及び建設機械施工に関わる学術研究団体です。（特許法第30条に基づく指定及び日本学術会議協力学術研究団体） 

○建設機械に関する内外の規格の審議・制定を行っています。（国際標準専門委員会の国内審議団体（ISO/TC127、TC195、TC214）、

日本工業規格（JIS）の建設機械部門原案作成団体、当協会団体規格「JCMAS」の審議・制定） 

○建設機械施工技術検定試験の実施機関に指定されています。（建設業法第27条） 

○災害発生時には会員企業とともに災害対処にあたります。（国土交通省各地方整備局との「災害応急対策協定」の締結） 

○付属機関として「施工技術総合研究所」を有しており、建設機械・施工技術に関する調査研究・技術開発にあたっています。また、高度

な専門知識と豊富な技術開発経験に基づいて各種の性能試験・証明・評定等を実施しています。 

○北海道から九州まで全国に８つの支部を有し、地域に根ざした活動を展開しています。 

◆ 一般社団法人 日本建設機械施工協会について ◆ 

◆ 日本建設機械施工協会 『個人会員』『個人会員』『個人会員』『個人会員』    のご案内 ◆ 



 

一般社団法人 日本建設機械施工協会 会長 殿 

 

 下記のとおり、日本建設機械施工協会 個人会員に入会します。 

 

平成    年    月    日 

個 人 会 員 入 会 申 込 書 

ふ り が な  生 年 月 日 

 

氏   名 

（自 署） 

 

大正 

昭和 

平成     年     月     日 

機関誌の送付先 

 

  Ａ．勤務先      Ｂ．自宅      （ご希望の送付先に○印で囲んで下さい。） 

 

※「勤務先」に送付の場合は下記（Ａ）の項目に、「自宅」に送付の場合は下記（Ｂ）の項目にご記入下さい。 

（Ａ） 

勤 務 先 名 

 

 

（Ａ） 

所 属 部 課 名 

 

 

（Ａ） 

勤 務 先 住 所 

 

〒 

 

 

TEL                         E-mail                             

（Ｂ） 

自 宅 住 所 

 

〒 

 

 

TEL                         E-mail                             

そ の 他 

連 絡 事 項 

平成   年   月より入会 

 

【会費について】 年間 9,000円 

○会費は当該年度前納となります。年度は毎年４月から翌年３月です。 

○年度途中で入会される場合であっても、当該年度の会費として全額をお支払い頂きます。 

○会費には機関誌「建設機械施工」の費用（年間12冊）が含まれています。 

○退会のご連絡がない限り、毎年度継続となります。退会の際は必ず書面にてご連絡下さい。 

また、住所変更の際はご一報下さるようお願い致します。 

 

【その他ご入会に際しての留意事項】 

○個人会員は、定款上、本協会の目的に賛同して入会する個人です。 ○入会手続きは本協会会長宛に入会申込書を提出する必要があります。 

○会費額は総会の決定により変更されることがあります。 ○次の場合、会員の資格を喪失します：１.退会届が提出されたとき。2.後見開始又は保佐

開始の審判をうけたとき。3.死亡し、又は失踪宣言をうけたとき。4.１年以上会費を滞納したとき。5.除名されたとき。 ○資格喪失時の権利及び義務：

資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務は免れます。ただし未履行の義務は免れることはできません。 ○退会の際は退会届を会

長宛に提出しなければなりません。 ○拠出金の不返還：既納の会費及びその他の拠出金品は原則として返還いたしません。 

 

【個人情報の取扱について】 

ご記入頂きました個人情報は、日本建設機械施工協会のプライバシーポリシー（個人情報保護方針）に基づき適正に管理いたします。本協会のプ

ライバシーポリシーは http://www.jcmanet.or.jp/privacy_policy.htm をご覧下さい。 

 

一般一般一般一般社団法人社団法人社団法人社団法人日本建設機械施工日本建設機械施工日本建設機械施工日本建設機械施工協会協会協会協会    個人会員係個人会員係個人会員係個人会員係    行行行行    

FAX FAX FAX FAX ：：：：    （０３）３４３３（０３）３４３３（０３）３４３３（０３）３４３３－０４０１－０４０１－０４０１－０４０１    
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